
�愛媛県告示第２８３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり愛媛県自治会館管理組合を組織する

地方公共団体の数の増減を許可した。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 増減内容

市町村合併に伴い、長浜町、肱川町及び河辺村を組合か

ら脱退させる。

２ 増減年月日

平成１７年１月１０日

３ 増減許可年月日

平成１７年１月７日
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�愛媛県告示第２８４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり愛媛県町村議会議員公務災害補償等

組合を組織する地方公共団体の数の増減及び同組合の規約の

変更を許可した。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 増減等の内容

� 増減内容

市町村合併に伴い、長浜町、肱川町及び河辺村を組合

から脱退させる。

� 規約の変更事項

組合を組織する地方公共団体から長浜町、肱川町及び

河辺村を削る。

２ 増減等の年月日

� 増減年月日

平成１７年１月１０日

� 規約の変更年月日

平成１７年１月１１日

３ 増減等の許可年月日

平成１７年１月７日
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�愛媛県告示第２８５号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり愛媛県消防団員等災害補償退職報償金組

合を組織する地方公共団体の数の減少を許可した。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 減少内容

組合を組織する地方公共団体のうち大洲市、長浜町、肱

川町及び河辺村が合併し大洲市となることに伴い、平成１７

年１月１１日から組合を大洲市及び他の地方公共団体が組織

する一部事務組合とするため、組合を組織する地方公共団

体の数を減少させる。

２ 減少年月日

平成１７年１月１１日

３ 減少許可年月日

平成１７年１月７日
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�愛媛県告示第２８６号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり愛媛県市町村職員退職手当組合を組織す

る地方公共団体の数の減少及び同組合の規約の変更を許可し

た。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 減少等の内容

� 減少内容

組合を組織する地方公共団体のうち、長浜町、肱川町

及び河辺村が大洲市と合併し大洲市となることに伴い、

平成１７年１月１１日から組合を大洲市及び他の地方公共団

体が組織する一部事務組合とするため、組合を組織する

地方公共団体の数を減少させる。

� 変更事項

組合を組織する地方公共団体に大洲市を加えるなど、

所要の変更を行う。

２ 減少等の年月日

平成１７年１月１１日

３ 減少等の許可年月日

平成１７年１月７日

�������
�愛媛県告示第２８７号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり愛媛県市町村交通災害共済組合を組織す

る地方公共団体の数の減少及び同組合の規約の変更を許可し

た。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 減少等の内容

� 減少内容

組合を組織する地方公共団体のうち、長浜町、肱川町

及び河辺村が大洲市と合併し大洲市となることに伴い、

平成１７年１月１１日から組合を大洲市及び他の地方公共団

体が組織する一部事務組合とするため、組合を組織する

地方公共団体の数を減少させる。

� 変更事項

組合を組織する地方公共団体から長浜町、肱川町及び

河辺村を削り、大洲市を加えるなど、所要の変更を行う

。

２ 減少等の年月日

平成１７年１月１１日

３ 減少等の許可年月日

平成１７年１月７日
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�愛媛県告示第２８８号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

野本記念病院 松山市三番町五丁目１２
番地１

医療法人財団仁
清会

総合病院松山市
民病院

松山市大手町二丁目６
番地５ 財団法人永頼会

松山赤十字病院 松山市文京町１番地 日本赤十字社愛
媛県支部

愛媛県立中央病
院 松山市春日町８３番地 愛 媛 県

南松山病院 松山市朝生田町一丁目
３番１０号 医療法人仁友会

梶浦病院 松山市三番町四丁目８
番地１ 梶 浦 孝 允

愛媛生協病院 松山市来住町１０９１番地
１

愛媛医療生活協
同組合

医療法人綮愛会
石川病院

四国中央市上分町７３２
番地１ 医療法人綮愛会

財団法人積善会
附属十全総合病
院

新居浜市北新町１番５
号 財団法人積善会

住友別子病院 新居浜市王子町３番１
号

住友金属鉱山株
式会社別子事業
所

愛媛県立新居浜
病院

新居浜市本郷三丁目１
番１号 愛 媛 県

社会福祉法人恩
賜財団済生会西
条病院

西条市朔日市２６９番地
１

社会福祉法人恩
賜財団済生会支
部愛媛県済生会 平成２０年

１月３１日
まで

医療法人同心会
西条中央病院 西条市朔日市８０４番地 医療法人同心会

横山病院 西条市小松町新屋敷甲
２８６番地 医療法人倬清会

白石病院 今治市松本町一丁目５
番地９ 医療法人慈風会

木原病院 今治市別宮町三丁目７
番８号

医療法人聖ルカ
会

三木病院 今治市泉川町一丁目３
番４５号 医療法人天楽会

医療法人真泉会
第一病院

今治市宮下町一丁目１
番２１号 医療法人真泉会

愛媛県立今治病
院

今治市石井町四丁目５
番５号 愛 媛 県

社会福祉法人恩
賜財団済生会今
治病院

今治市喜田村七丁目１
番６号

社会福祉法人恩
賜財団済生会支
部愛媛県済生会

今治セントラル
病院

今治市松本町二丁目６
番地６ 医療法人杏風会

大洲中央病院 大洲市東大洲５番地 医療法人北斗会

愛 媛 県 報平成１７年２月４日 第１６３０号

１３６
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�愛媛県告示第２８９号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２９０号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２９１号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２９２号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２９３号
貸金業の規制等に関する法律（昭和５８年法律第３２号）第３８条第１項の規定に基づき、次のとおり貸金業者の登録を取り消し

た。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

喜多医師会病院 大洲市徳森字小鳥越２６
３２番地３

社団法人喜多医
師会

大洲記念病院 大洲市徳森１５１２番地 医療法人恕風会
名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の

有効期限

松山城東病院 松山市松末二丁目１９番
３６号

医療法人社団慈
生会

平成２０年
２月１１日
まで

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１６８１１５ 社会福祉法人内子町社会福祉協議会
喜多郡内子町内子１５
１５番地 松 本 義 行 児童居宅介護 内子町社会福祉協議

会居宅支援事業所
喜多郡内子町平岡甲
１６８番地

平成１７年
１月１日

３８０００３００１６９１１３ 社会福祉法人内子町社会福祉協議会
喜多郡内子町内子１５
１５番地 松 本 義 行 児童居宅介護

内子町社会福祉協議
会居宅支援事業所小
田支所

喜多郡内子町小田８２
番地

平成１７年
１月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１７９１１４ 社会福祉法人内子町社会福祉協議会
喜多郡内子町内子１５
１５番地 松 本 義 行 身体障害者居

宅介護
内子町社会福祉協議
会居宅支援事業所

喜多郡内子町平岡甲
１６８番地

平成１７年
１月１日

３８０００１００１８０１１２ 社会福祉法人内子町社会福祉協議会
喜多郡内子町内子１５
１５番地 松 本 義 行 身体障害者居

宅介護
内子町社会福祉協議
会居宅支援事業所小
田支所

喜多郡内子町小田８２
番地

平成１７年
１月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００２０６１１４ 社会福祉法人内子町社会福祉協議会
喜多郡内子町内子１５
１５番地 松 本 義 行 知的障害者居

宅介護
内子町社会福祉協議
会居宅支援事業所

喜多郡内子町平岡甲
１６８番地

平成１７年
１月１日

３８０００２００２０７１１２ 社会福祉法人内子町社会福祉協議会
喜多郡内子町内子１５
１５番地 松 本 義 行 知的障害者居

宅介護
内子町社会福祉協議
会居宅支援事業所小
田支所

喜多郡内子町小田８２
番地

平成１７年
１月１日

愛 媛 県 報平成１７年２月４日 第１６３０号

１３７
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�愛媛県告示第２９４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定による届出があったので、同

条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労

働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労

政課並びに新居浜市役所において告示の日から４月間縦覧に

供する。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ヤマダ電機テックランド新居浜店

新居浜市郷一丁目３５５番地１外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社ヤマダ電機

群馬県前橋市日吉町四丁目４０番地の１１

代表取締役 山田 昇

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社ヤマダ電機

群馬県前橋市日吉町四丁目４０番地の１１

代表取締役 山田 昇

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１７年９月２１日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

２，６９７平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

１８１台

イ 駐輪場の収容台数

６２台

ウ 荷さばき施設の面積

２２９平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

１３１立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

及び閉店時刻

開店時刻 午前１０時

閉店時刻 午後９時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時３０分から午後９時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口４箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる

時間帯

午前９時から午後９時まで

２ 届出年月日

平成１７年１月２０日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺

の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意

見を有する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次の

とおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するととも

に、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方

局産業経済部商工労政課並びに新居浜市役所において告示

の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第２９５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、大洲市土地改良区から認可申請のあった新たな土地

改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・西大

洲地区）の施行を平成１７年１月２０日認可した。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２９６号
今治市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・苅場森地区）の施行は、適当

と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第

９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定に

より、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい

排水）・苅場森地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１７年２月７日から３月７日まで

３ 縦覧場所

今治市役所

商号又は名称 氏 名 主たる事務所の所在地 登 録 番 号 登 録 年 月 日 取 消 年 月 日

Ｈ．Ｋカンパニ
ー 松木 豪介 松山市祇園町１番１２号

アリスト立花４０６号 愛媛県知事（１）第０２０９８号 平成１５年４月２４日 平成１７年１月２６日

愛 媛 県 報平成１７年２月４日 第１６３０号

１３８



�愛媛県告示第２９７号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定

により、次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２９８号
愛媛県民有林林道事業補助金交付規程（昭和３０年３月愛媛

県告示第２２２号）の一部を次のように改正し、公布の日から

施行し、平成１６年度事業から適用する。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

別表第１ １の表１の項�事業の種目の欄中「開設）」の
下に「及び森林施業道整備（開設）」を加える。

�������
�愛媛県告示第２９９号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「

法」という。）第１３条ノ２第１項の規定に基づく埋立地の用

途の変更の許可の申請があった。

法第１３条ノ２第２項において準用する法第３条第１項に規

定する書面及び関係図書は、愛媛県庁、松山地方局建設部及

び松山市役所において告示の日から起算して３週間公衆の縦

覧に供する。

平成１７年２月４日

松山港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸 守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

松山市大可賀３丁目５２５番４及び１４５５番に接する大

可賀防潮堤、大可賀１号護岸及び大可賀３号護岸の地

先公有水面

イ 区域

次の各地点を順次に結んだ線及び�の地点と�の地
点を結ぶ平成７年の秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋３．５３メ

ートル）における公有水面と陸地との境界線により囲

まれた区域

基点（松山市南吉田町無番地の国土地理院松山空港

四等三角点）は、北緯３３度５０分０１秒２３９、東経１３２度

４１分３９秒１２７の地点

�点は、基点から真北２２度３６分４４秒１，４７２．１１メート
ルの地点

�点は、�点から真北３０２度０１分０９秒５０．３１メート
ルの地点

�点は、�点から真北３２度０１分０９秒４７．００メートル
の地点

�点は、�点から真北３０２度０１分０９秒１７０．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北２１２度０１分０９秒３０．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北３０２度０１分０９秒２６０．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北２１２度０１分０９秒１７．００メート
ルの地点

	点は、�点から真北３０２度０１分０９秒２１．８８メート
ルの地点


点は、	点から真北９度１３分０９秒２１７．３３メートル
の地点

�点は、
点から真北２７９度１３分０９秒１．６５メートル
の地点

�点は、�点から真北９度１３分０９秒１９３．７５メートル
の地点

点は、�点から真北９９度１３分０９秒１．００メートルの
地点

�点は、点から真北８７度１３分３９秒４７８．５８メートル
の地点

ウ 面積

２６０，２５２．７０平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

松山市大可賀３丁目５２５番４、５２５番７、５２５番６

、８３０番６、８３０番３、８３０番１２、８３０番４、８３０番

７、８３０番１４、８３０番１０、５２５番１０、５２５番１１、５２５

番２、５２５番５、５４６番及び１４５５番の地内並びに同市

大可賀３丁目５２５番４及び１４５５番に接する大可賀防潮

堤、大可賀１号護岸及び大可賀３号護岸の地先公有水

面

イ 区域

次の各地点を順次に結んだ線及び�の地点と�の地
点とを結んだ線により囲まれた区域

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２０
年１月
３０日

愛媛県
第１２１４
号

混合有
機質肥
料

混合有
機質肥
料１号

窒素全
量
７．０

りん酸
全量
６．０

公定規
格のと
おり

有限会社上田
産業
愛媛県八幡浜
市大字五反田
１番耕地６０番
地

平成２０
年１月
３０日

愛媛県
第１２１５
号

混合有
機質肥
料

混合有
機質肥
料２号

窒素全
量
５．０

りん酸
全量
１０．０

公定規
格のと
おり

有限会社上田
産業
愛媛県八幡浜
市大字五反田
１番耕地６０番
地

平成２０
年１月
３０日

愛媛県
第１２１６
号

混合有
機質肥
料

混合有
機質肥
料３号

窒素全
量
５．０

りん酸
全量
４．０

公定規
格のと
おり

有限会社上田
産業
愛媛県八幡浜
市大字五反田
１番耕地６０番
地

平成２０
年１月
２１日

愛媛県
第１２２８
号

魚廃物
加工肥
料

戸島漁
協廃物
加工肥
料

窒素全
量
６．０

りん酸
全量
１．５

加里全
量
１．２

公定規
格のと
おり

戸島漁業協同
組合
愛媛県宇和島
市戸島２２１８番
地

愛 媛 県 報平成１７年２月４日 第１６３０号

１３９
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基点（松山市南吉田町無番地の国土地理院松山空港

四等三角点）は、北緯３３度５０分０１秒２３９、東経１３２度

４１分３９秒１２７の地点

�点は、基点から真北２４度３１分５５秒１，４２８．４９メート
ルの地点

�点は、�点から真北３０２度０１分０９秒５８３．４５メート
ルの地点

�点は、�点から真北９度１３分０９秒２３６．８８メートル
の地点

�点は、�点から真北２７９度１３分０９秒２３０．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北９度１３分０９秒５０４．８６メートル
の地点

�点は、�点から真北８７度１３分３９秒６８４．５７メートル
の地点

�点は、�点から真北１７６度５２分３２秒４３３．９８メート
ルの地点

�点は、�点から真北１０４度４６分４８秒２８．５０メート
ルの地点

	点は、�点から真北１９８度０８分１１秒６２．００メート
ルの地点


点は、	点から真北９０度０１分０７秒２６．８９メートル
の地点

�点は、
点から真北１８９度３２分１６秒５３１．８４メート
ルの地点

�点は、�点から真北１１６度５８分３３秒２１１．２４メート
ルの地点

点は、�点から真北１４７度２６分３４秒８３．９６メート
ルの地点

�点は、点から真北１８７度４６分５７秒８０．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北２８６度２２分５３秒３９．３７メート
ルの地点

�点は、�点から真北５度５８分５６秒５６．００メートル
の地点

�点は、�点から真北３２１度３４分４８秒８４．７３メート
ルの地点

�点は、�点から真北２９０度１５分４２秒１８５．０５メート
ルの地点

ウ 面積

６５３，３８６．３８平方メートル

３ 埋立地の用途

� 変更前

ふ頭用地 約１１．３ヘクタール

保管施設用地 約９．６ヘクタール

危険物取扱施設用地 約１．１ヘクタール

緑地 約１．７ヘクタール

道路用地 約２．２ヘクタール

合 計 約２５．９ヘクタール

� 変更後

ふ頭用地 約１１．３ヘクタール

保管施設用地 約９．０ヘクタール

危険物取扱施設用地 約１．７ヘクタール

緑地 約１．７ヘクタール

道路用地 約２．２ヘクタール

合 計 約２５．９ヘクタール

４ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成８年３月１４日 愛媛県指令７港第４９２号

５ 申請年月日

平成１７年１月２７日

�������
�愛媛県告示第３００号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する

同法第１４条第２項の規定に基づき、松山地方法務局長から次

のとおり公共測量が終了した旨の通知があった。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量（不動産登記法第１７条地図作製）

２ 作業期間 平成１６年５月１日から

平成１７年１月１２日まで

３ 作業地域 松山市高浜町一丁目、二丁目、三丁目、新浜

町の各一部地域。

�愛媛県告示第３０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜別子山線
新居浜市大永山字須領スズ尾３４４番７７から

同字３４４番７８まで
平成１７年２月４日

〃 〃 新居浜市大永山字須領スズ尾３４４番７９ 〃

〃 〃 新居浜市大永山字須領スズ尾３４４番９ 〃

愛 媛 県 報平成１７年２月４日 第１６３０号

１４０
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�愛媛県告示第３０２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３０３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３０４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３０５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 〃 新居浜市大永山字須領スズ尾３４４番８５ 〃

〃 〃 新居浜市大永山字須領スズ尾３４４番６７ 〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山川内線
松山市小坂一丁目１０４番１から

同市枝松三丁目２７４番８まで

旧 ９．３～９．８ ０．２２７

新 ９．８～１５．２ ０．２２７

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山港内宮線
松山市和気町一丁目１１６番５から

同町一丁目１番２まで

旧 ４．５～１２．０ ０．０１９

新 １２．０～１９．４ ０．０１９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号 大洲市梅川４０７番３ 平成１７年２月４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 蔵川大谷線
大洲市肱川町大谷７１４番地先から

同町大谷２７６番２まで

旧 ４．１～８．９ ０．３１４

新 ７．３～２１．７ ０．３１２

愛 媛 県 報平成１７年２月４日 第１６３０号

１４１
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�愛媛県告示第３０６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３０７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 〃
大洲市肱川町大谷２７６番２から

同町大谷７９３番地先まで

旧 ６．４～１４．０ ０．１０７

新 ６．４～１４．０
１２．９～２５．３

０．１０７
０．０５６

〃 〃
大洲市肱川町大谷７９３番地先から

同町大谷２５７番地先まで

旧 ２．５～９．３ ０．０９６

新 ２．５～９．３
７．６～９．９

０．０９６
０．０４５

〃 〃
大洲市肱川町大谷２５７番地先から

同町大谷２７４１番地先まで

旧 ２．６～２１．５ ０．１４３

新 ８．４～２１．５ ０．１３９

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 日向谷高野子線
西予市城川町川津南３７９９番３から

同町川津南３８０６番１まで

旧 ６．８～８．０ ０．０５１

新 ９．８～１７．２ ０．０５１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 日向谷高野子線
西予市城川町川津南３７９９番３から

同町川津南３８０６番１まで
平成１７年２月４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
北宇和郡吉田町大字深浦字ジョノシタ２番耕地５４０番
２から

同字２番耕地５３５番３まで

旧 ４．０～７．０ ０．０６２

新 ５．０～１５．６ ０．０６２

愛 媛 県 報平成１７年２月４日 第１６３０号
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第１４号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及

び第４項第２号（他の法令において準用され、又は例による

こととされている場合を含む。）の規定により不在者投票の

できる施設として指定したもののうち、大洲市清和園及び長

浜町養護老人ホームさくら苑について、次のとおり名称の変

更があった。

平成１７年２月４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�愛媛県告示第３１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６号第１項規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１７年２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
北宇和郡吉田町大字深浦字ジョノシタ２番耕地５４０番２から

同字２番耕地５３５番３まで
平成１７年２月４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 目黒松丸線 北宇和郡松野町大字富岡２８４４番３
旧 ５．３～６．３ ０．０３９

新 １３．５～３０．３ ０．０３９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 目黒松丸線 北宇和郡松野町大字富岡２８４４番３ 平成１７年２月４日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６四土（開）第１３号

平成１７年１月２１日

四国中央市中之庄町字宮ノ上６０２番１、６０３番３、６０３番４、６０３番７
、６０３番８、６０３番１４、６０３番１５、６０３番１６、６０３番１７、６０３番１８、６０３
番１９、６０３番２０、６０３番２２、６０３番２３、６０３番２４、６０３番２５、６０３番２６、
６０３番２７、６０３番２８及び６０３番２９

四国中央市川之江町２８９３番地１
富士住宅産業株式会社
代表取締役 白 石 豊 信

１６松局伊土検（開）第４４号

平成１７年１月２４日
伊予郡松前町大字徳丸字宮ノ前７２番２

松山市居相町３２２番地８
渡部マンション３０３号
弓 立 勝 利

施設の
種 類 施設の名称 所 在 地

老人ホ
ーム

新 養護老人ホーム大洲市清
和園

大洲市市木１２１８
旧 大洲市清和園

老人ホ
ーム

新 大洲市養護老人ホームさ
くら苑

大洲市柴甲１４０２－３
旧 長浜町養護老人ホームさ

くら苑

愛 媛 県 報平成１７年２月４日 第１６３０号
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正 誤

�正 誤

平成１６年１１月９日付け第１６０８号愛媛県告示第２２５８号（保安

林予定森林にする旨の通知）中

ページ 箇 所 誤 正

１１３４ １�イ中 「並びに植栽の方法・期間及び樹種」を削
る。

１１３４ ２�イ中 「並びに植栽の方法・期間及び樹種」を削
る。

平成１７年２月４日 印刷
平成１７年２月４日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円１４４

愛 媛 県 報平成１７年２月４日 第１６３０号


